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１. これまでの協議会運営の振り返りと今後のあり方
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（１）検討の目的

• 「首里杜まちづくり推進協議会」はこれまで、住民との協働によるテーマ活動や、各主体の取組の進捗評価・情報共

有をとおし、まちづくりの推進と構成員間のネットワーク構築を進めてきた。

• 「首里杜地区整備基本計画」では、協議会の継続性や各主体の具体的な関わり方、事務局機能など、計画の実

現にむけた体制のあり方については、 「首里杜まちづくり推進協議会」で継続的に検討するものとしている。

• 令和8年度は「首里杜地区整備基本計画」前期期間の終了年度であるため、協議会の持続的な運営については

令和7年度から検討を進めていく必要がある。

※事務局は沖縄県首里城復興課、那覇市都市計画課、首里杜地区まちづくり団体連絡協議会事務局（NPO

法人首里まちづくり研究会）の3者で構成されている。このうち、沖縄県首里城復興課は令和8年度（正殿の完

成）をもって終了の見込みとなっている。

（２）これまでの協議会の成果

首里城復興（正殿完成）までの喫緊の課題に、

官民が情報を共有しつつ取り組むステップ

◆ 地域住民と行政、学識が連携する体制を維持

し、必要な時に相談・調整・協力ができる。

◆ めざす首里の将来像に向け、各主体による活

動が共有され、互いに進捗が確認できる。

◆ 持続的に運営ができる人員体制や資金が確保

できている。

（３）令和９年度以降の協議会のあり方

これまでの成果を生かしつつ、継続的にまちづくり課

題に取り組める体制へ最適化していくステージ

◆ 地域、行政、学識の垣根を越えた、まちづくり

推進の場ができた。（進捗評価、情報共有、

意見交換など）

◆ テーマ活動をとおして、地域主体のまちづくりに

取り組めた。

◆ まちづくりの新たなステークホルダー（地域事業

者など）の発掘ができた。



２. 協議会のあり方検討の視点

項目 問題点 課題

構成員の

協議会への

関わり方

•地域事業者は今後の首里杜まちづくりに重要な関係者だ

が、要綱で参加が定められた事業者が少ない

•地域事業者の業態的に参加できる時間帯が限られている

•協議会構成員の検討・見直し

（※協議会要綱改定が必要）

•地域事業者の参画方法の検討

•参加者が多く、多方面の関係部局との協力体制が築か

れているが、協議会での議論が活発化しづらい

•協議会の役割の再確認

（情報共有の場か、議論の場か）

•有識者枠の参加者は、アドバイザーなのか、まちづくりのプ

レイヤーなのか、立場が不明瞭となっている

•教育機関との連携が実現しにくい

•教育機関との連携のあり方検討

協働的な協議会・

主体的な部会の

あり方検討

•既存事業の情報共有の場にとどまっており、まちづくり活

動の新規提案やその実施に向けた連携について話しにくい

•主体的に議題を持ち寄るなどの

運営手法の検討

•部会の“実施主体”としての機能が発揮できておらず、部会

の意義が薄れている

•機動的な部会に向けた設置手

法・参加者構成などの見直し

事務局体制と

運営資金の検討

•首里城復興課の終了が予定されている

•協議会運営を外部委託しているが、永続的な委託は難し

い

•事務局体制の見直し

•運営事務のコンパクト化

（会議開催頻度の見直し等）

•首里城復興課の終了に伴う事務費の不足 •運営に伴う事務費の確保

• 協議会の持続的な運営に向けては、現在あるいは将来的に下記のような課題がある。

• これを踏まえ、今年度から事務局で持続可能な運営に向けた取組みを検討する。検討にあたっては、適宜、有識者

等から客観的な意見をいただきながら進めていく。

• 今年度は協議会要綱の改定（案）作成を目標とする。また、検討状況は協議会で報告を行う。
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●ご質問
「個々人」とは、行政側の個人、地域の個人、いずれの意味でしょうか。
行政側だとしたら、行政の参加者は基本的に公式の場で個人の意見を発言することはありません。
「地域の個人」という意味だとすると、「・地域意見がある程度集約されて持ち寄られている現在のスタイル」と、
「・様々な個別の意見を聞ける多くの個人が参加されるスタイル」のいずれが良いのかはまだ事務局内でも課題共有
されていないので、今時点で課題として挙げるべきか疑問です。

8/19受 那覇市都市計画課 小川さんより

本項目の趣旨としては、協議会・部会で毎回同じ人だけしか発言がないことから、それ以外の人からの発言も活発化
させたいという意図でした。行政の取組報告について地域住民や有識者から厳しい意見をいただくだけ（と見えてし
まう）今の状態が協議会としてあるべき姿なのか、というところから提案した次第です。
地域住民は個人の立場で意見を述べることができますが、行政参加者は個人での意見発言が想定されないということ
であれば、そもそも協議会が情報共有の場なのか、まちづくりの取組や連携に向けた具体的な議論の場なのか、とい
う位置づけを再確認することが課題と考えられますが、いかがでしょうか。

8/21 国建・佐久本より
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